
 鳥取県合同輸血療法委員会の活動概要 
 

１ 目 的   医療機関における輸血療法委員会相互の情報交換を図るとともに血液製

剤の適正使用を図ることにより適正・安全な輸血療法を行う。 

  

２ 設置時期  平成２４年１２月 

 

３ 構成委員数 ９名（令和５年１０月現在） 

 

４ これまでの活動 

（１） 委員会の開催 

毎年１回、輸血療法委員会相互の情報交換を図るとともに、翌年度の事業計画につ

いて協議。 

 

（２）医療機関向け研修会の開催 

   委員会の開催に合わせて、血液製剤の適正使用に資する医療機関向けの研修会を開催。 

開催日 内容 

【第１回】 

平成２４年１２月１６日 

「安全で適正な輸血医療を目指して」 

岡山県赤十字血液センター所長 池田 和眞 氏 

【第２回】 

平成２５年７月２７日 

「輸血関連急性肺障害（ＴＲＡＬＩ）の現状、病態と対応」 

日本赤十字社中央血液研究所 研究開発部長 

 岡崎 仁 氏 

【第３回】 

平成２６年７月５日 

「不規則抗体陽性例の現状、病態と対応について」 

日本赤十字社中四国ブロック血液センター 

       事業部 学術情報課長 門田 広 氏 

【第４回】 

平成２７年７月４日 

「輸血用血液等による感染症の現状・対策と遡及調査」 

香川県赤十字血液センター所長 本田豊彦 氏 

【第５回】 

平成２８年７月９日 

「輸血機能評価認定（Ｉ＆Ａ）制度について」 

岡山県赤十字血液センター所長 池田 和眞 氏 

【第６回】 

平成２９年７月８日 

「小規模医療機関における安全な輸血実施に向けて」 

東京都立墨東病院 輸血科 部長 藤田 浩 氏 

【第７回】 

平成３０年７月１４日 

「血液製剤の使用指針について」 

熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 

    副部長 米村 雄士 氏 

【第８回】 

令和元年７月６日 

「輸血後感染症の現状と課題」 

日本赤十字社 血液事業本部 技術部安全管理課 

 課長 後藤 直子 氏 

【第９回】 

令和４年７月３０日 

「災害時の輸血医療と災害医療の歩み」 

産山村診療所所長（元熊本県赤十字血液センター所長） 

井 清司 氏 

【第１０回】 

令和５年７月１５日 

「うちげで輸血できーだーか －頑張れたらうれしい鳥取

の在宅輸血－」 

よだか診療所院長 前角 衣美 氏 

「在宅輸血の課題と展望」 

山形県赤十字血液センター学術情報・供給課 

課長 黒田 優 氏 

  ※令和２年度及び令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止。 

 



（３）輸血療法実施に関するアンケート調査の実施（平成２５年度） 

   県内の医療機関を対象に、輸血用血液製剤の使用状況、管理体制、輸血検査の実施

状況等についてのアンケート調査を実施。 

   結果については、参加医療機関への通知、研修会での紹介を行った。 



鳥取県合同輸血療法委員会設置要綱 
 

（目 的） 

第１条 本会は、医療機関における輸血療法委員会相互の情報交換を図るとともに血液製剤の適正使用

を図ることにより適正・安全な輸血療法を行うことを目的とする。 

 

（構 成） 

第２条 本会は次に掲げる者によって構成する。 

 １．別表の医療機関の輸血療法に関する委員会の責任者等で当該機関の長から推薦のあった者 

 ２．鳥取県赤十字血液センター所長 

 ３．鳥取県福祉保健部健康医療局長 

 ４．学識経験者 

５．その他必要と認められる者 

 

（名 称） 

第３条 本会名称は、「鳥取県合同輸血療法委員会」とする。 

 

（役 員） 

第４条 本会役員として委員長、副委員長を置く。 

 １．委員長は、委員の互選により定め、会を代表し、必要に応じ会議を収集し、議長となる。 

 ２．副委員長は、委員の互選により定め、委員長を補佐し、委員長に事故のある時は、その職務を代

理する。 

 

（任 期） 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

  ただし、補欠により選任された者の任期は、前任者の在任期間とする。 

 ２．役員の任期は、前項の規定を準用する。 

 

（開催回数） 

第６条 本会は年１回以上開催する。 

 

（活動内容） 

第７条 本会は第１条の目的を達成するため次の活動を行う。 

 １．情報交換（医療機関ごとの血液製剤の使用状況など） 

 ２．適正な輸血療法に関すること 

 ３．研修会の企画 

 ４．その他血液製剤の適正使用を推進するために必要な事項 

 

（事務局） 

第８条 本会の事務を処理するため、鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課（以下「医療・保険課」

という。）及び鳥取県赤十字血液センター学術情報・供給課に事務局を置く。 

 

（各医療圏の会議） 

第９条 各総合事務所保健所及び医療・保険課は、輸血療法の情報交換、血液製剤の適正使用等に必要

と認めるときは、二次医療圏毎に医療機関等の協力を求めて会議を招集し、必要な協議を行うことが

できる。 

 

（その他） 

第１０条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は本会において協議し別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２４年１０月２５日から施行する。 

    この要綱は、平成２５年８月２６日から施行する。 

    この要綱は、平成３０年４月６日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１４日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月６日から施行する。 



別表 

 

  

圏 域 医 療 機 関 

東 部 鳥取県立中央病院 

    東 部 鳥取市立病院 

東 部 鳥取赤十字病院 

中 部 鳥取県立厚生病院 

西 部 鳥取大学医学部附属病院 

西 部 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター 

西 部 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 

 

 

 

 


